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〇計画・ガイドラインの構成案について（報告）

全体共通変更項目：用語の体裁（区域・地区・地域・エリア）の統一

区域 地区

地域 エリア

景観計画の区域を
指す（＝区全域）

区域の分類：区分地区
一般地区
○○地区（屋外広告物GL）

景観形成ガイドラインのエリア別ガイドライン内の分類では、
区分地区等と範囲が異なり、差別化を目的に「地域」という名称を使用



第2章 景観法を活用した景観まちづくり
1. 景観計画の区域
2. 良好な景観の形成に関する方針
3. 良好な景観形成のための行為の制限に関する

事項
4. 屋外広告物の表示および屋外広告物を掲出す

る物件の設置に関する行為の制限
5. 景観重要建造物の指定の方針
6. 景観重要樹木の指定の方針
7. 景観重要公共施設の整備に関する事項

１．景観計画内の構成

第1章 新宿区における景観まちづくり
1. 目標
2. 理念
3. 新宿区景観まちづくり計画策定の背景
4. 新宿区景観まちづくり計画策定のプロセス
5. 新宿区景観まちづくり計画の位置づけ
6. 新宿区景観まちづくり計画の見直し
7. 景観まちづくりの推進

第３章 景観まちづくり推進施策
1. 景観事前協議
2. 景観まちづくり相談員の活用
3. 景観形成ガイドラインの策定

景観形成ガイドラインによる景観誘導

第1章 新宿区における景観まちづくり
1. 目標
2. 理念
3. 新宿区景観まちづくり計画策定の背景
4. 新宿区景観まちづくり計画策定のプロセス
5. 新宿区景観まちづくり計画の位置づけ
6. 新宿区景観まちづくり計画の見直し

第2章 景観法を活用した景観まちづくり
1. 景観計画の区域・区分地区
2. 区域に共通する景観形成の方針
3. 区分地区における景観形成の方針・基準
4. 景観重要建造物の指定の方針
5. 景観重要樹木の指定の方針
6. 景観重要公共施設の整備に関する事項

第３章 景観まちづくりの推進
1. 関係機関等との連携
2. 景観まちづくり推進施策
3. 景観まちづくり計画実現に向けての仕組み

現
在

変
更

①全体：章・節・項の体裁等、見出しの統一

②改定時に改定内容の追加

2.計画実現に向けての仕組み(現計画P12～13)

1.景観まちづくりの推進(現計画P9~11)

④第1章7.景観まちづくりの推進を第3章の冒頭
に移動し、第3章のタイトルを変更

1.景観計画の区域と区分地区の図(現計画P14)

2.基本方針・広域的な景観の形成(現計画P20～22)
屋外広告物の景観形成方針(現計画P23~25)

3.区分地区位置図(現計画P15~19)
区分地区の景観形成方針・景観形成基準
(現計画P26～48)

※各区分地区の景観形成基準と合わせて屋外広告
物の表示・設置基準を示す

③第2章の１～４の項目を再構成

１



区域共通景観形成ガイドライン

２．景観形成ガイドライン内の構成（エリア別・広域・要素別・総合設計） ２

エリア別景観形成ガイドライン現
在

広域的な景観形成ガイドライン
• 超高層ビルの景観形成ガイドライン
• 幹線道路沿道の景観形成ガイドライン
• 駅前・鉄道沿線景観形成ガイドライン
• 水辺景観形成ガイドライン

要素別景観形成ガイドライン
• 形態意匠の景観形成ガイドライン
• 設備等修景の景観形成ガイドライン
• みどりの景観形成ガイドライン

新宿区が許可する総合設計の建築物等に係る景観形成ガイドライン
• 聖徳記念絵画館の眺望の保全に関する景観誘導
• 新宿御苑の眺望の保全に関する景観誘導

変
更

エリア別景観形成ガイドライン

広域的な景観形成ガイドライン
• 超高層ビルの景観形成ガイドライン
• 幹線道路沿道の景観形成ガイドライン
• 駅前・鉄道沿線景観形成ガイドライン
• 水辺景観形成ガイドライン
• 夜間景観形成ガイドライン

要素別景観形成ガイドライン
• 形態意匠の景観形成ガイドライン
• 設備等修景の景観形成ガイドライン
• みどりの景観形成ガイドライン
• 公共空間の景観形成ガイドライン

②要素別・広域のガイドラインを1つにまとめ、
区域共通景観形成ガイドラインとする

③公共空間：対象
となる場所が限
定的であり、空
間を形成する要
素の1つであるた
め要素別に記載

④夜間景観：広域
にわたって一体
的な景観を形成
する必要がある
ため広域項目に
記載

⑤各ガイドラインの項目の掲載順序は項目の対象範囲や重要度を鑑
み改定項目検討内で検討を行う

①全体：章・節・項の体裁等、見出しの統一

掲載の順番
エリア別景観形成ガイドラインを区域
共通景観形成ガイドラインの前に置く
構成案に修正

大規模建築物等に係る景観形成ガイドライン
• 聖徳記念絵画館の眺望の保全に関する景観誘導
• 新宿御苑の眺望の保全に関する景観誘導



第２章 区全域ガイドライン
2－1 景観誘導の視点
（１）周辺環境や景観への配慮

（２）建築物や敷地の特性への配慮
2－2 啓発の視点
（１）快適な都市空間づくり・ユニバーサルデザイン
（２）信頼性と安全性のある広告づくり
（３）窓面広告、敷地内置き看板等の景観づくり
（４）定期点検、維持管理、更新や除去等の責任ある設置管理
2－3 公共サインに関する更なる取組み事項

❶住居エリア
❷商業エリア
❸オフィス街、工業エリア
❹歴史、自然などの景観資源周辺
❺駅前交差点、幹線道路
➏昼間と夜間

資 料
1 新宿区の屋外広告物条例に基づく許可申請
2 地域と連携した屋外広告物に関する取組み等
3 屋外広告物に関する景観形成のデザインの基礎知識
4 用語集
5 委員名簿

３．景観形成ガイドライン内の構成（屋外広告物） ３

第３章 地域別ガイドライン
3ー1 歌舞伎町地区 3ー2 外濠周辺地区 3ー3 神楽坂地区

現
在

変
更

第１章 屋外広告物の景観誘導推進

第４章 屋外広告物の景観誘導に関する手続き
4ー1 建築物の新築等
4ー2 屋外広告物の表示又は設置等

第２章 区域共通屋外広告物ガイドライン
2－1 景観誘導の視点
（１）周辺環境や景観への配慮

１）要素別の景観配慮事項
❶景観と屋外広告物の関係性 ❷視認性・可読性
❸情報の図と地、レイアウト ❹色彩の考え方
❺照明・光【新規】

２）立地環境別の景観配慮事項
３）時間別の景観配慮事項
❶昼間と夜間 ※デジタルサイネージ等に関する内容追加

（２）建築物や敷地の特性への配慮
2－2 啓発の視点
（１）快適な都市空間づくり・ユニバーサルデザイン
（２）信頼性と安全性のある広告づくり
（３）窓面広告、敷地内置き看板等の景観づくり ※窓面広告（特定屋内広告物）について追加
（４）定期点検、維持管理、更新や除去等の責任ある設置管理
2－3 公共サインに関する更なる取組み事項

第３章 地区別ガイドライン
3ー1 歌舞伎町地区 3ー2 外濠周辺地区 3ー3 神楽坂地区

第１章 屋外広告物の景観誘導推進

第４章 屋外広告物の景観誘導に関する手続き
4ー1 建築物の新築等
4ー2 屋外広告物の表示設置等 ※届出対象となる屋外広告物（デジタルサイネージ等追加）

資 料
1 新宿区の屋外広告物条例に基づく許可申請
2 地域と連携した屋外広告物に関する取組み等
3 委員名簿

凡例 ：共 通 景観配慮事項
：エリア 景観配慮事項
：地域別 景観配慮事項

②屋外広告物の景観誘導に係る内容については、
（１）でまとめて示す。

①全体：章・節・項の体裁等、見出しの統一

用語集について
③巻末に移動（景観計画・各種ガイ
ドラインの用語集と合わせて掲載）

場所別の変更
立地環境別に変更
文言の統一
エリアという言葉は用いない
①住居エリア➡住宅地
②商業エリア➡商業地
③オフィス街・工業エリア

➡業務地・工業地



〇見取り図案について（協議）



〇見取り図 ４

• 冊子の利用者属性を踏まえ、確認すべきポイントや流れを示した見取り図（A）を巻頭に掲載する

第
１
章

新
宿
区
に
お
け
る
景
観
ま
ち
づ
く
り

景観計画

区
の
景
観
の
取
り
組
み
を
知
り
た
い
方

景観形成ガイドライン

エ
リ
ア
別

景
観
形
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

区
域
共
通

景
観
形
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

・
屋
外
広
告
物
の
景
観
誘
導
推
進

建築物・工作
物の整備を検
討している方

※下記図はイメージのため、冊子では体裁を整え、ページ番号や
章・節を反映したものを掲載する予定です。
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の景観形成
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3. 区分地区にお
ける景観形成
の方針・基準

１）景観形成方針
２）景観形成基準

３）屋外広告物の
景観形成基準
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対象エリアの景観
形成の目標・考え
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関連する項目の方
針や考え方、方策
を確認

対象地区の場合、景観形成
の目標や方策を確認

共通の配慮
事項を確認

対象の区分
地区を確認

共通の方針や
基準を確認

A：利用者別景観計画・ガイドライン見取り図

・要素別景観形成
ガイドライン
 形態意匠

 設備等修景

 みどり

 公共空間

・広域的な景観形成
ガイドライン
 超高層ビル群
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 夜間景観

・大規模建築物
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〇見取り図 ５
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・景観まちづくり計画
・景観形成ガイドライン
（エリア別・区域共通）

事前相談（窓口・電話等）

・景観まちづくり計画
・景観形成ガイドライン
（屋外広告物）

・事前協議手引書
(屋外広告物編)

・事前協議手引書
(建築物・工作
物編開発行為)

B:景観事前協議における冊子のチェックポイント

※建築行為の計画に
合わせ屋外広告物
を表示・設置する
場合、建築物と一
体的に審査が行わ
れます。

・景観まちづくり計画
・景観形成ガイドライン
（エリア別・区域共通）

・景観まちづくり計画
・景観形成ガイドライン
（屋外広告物）
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• 建築行為・屋外広告物の掲出のそれぞれの景観事前協議を想定し、工事着手までの流
れの中で冊子内の確認すべき内容を示した見取り図（B）を冊子内に掲載する
※掲載箇所は検討中
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